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○
教
委
規
則

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

…
…
…
…
…
…
…
…

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

…
…
…
…
…

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
教
委
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三

…
…
…
…
…
…

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
公
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

山
口
県
教
育
委
員
会
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
の
表
教
育
政
策
課
の
項
中
「
教
育
企
画
班

秘
書
班
」
を
「
教
育
企
画
班
」
に
改
め
、
同

表
教
職
員
課
の
項
中
「
学
校
給
与
班
」
を
削
る
。

第
十
五
条
第
一
項
の
表
本
庁
の
項
中
「
教
育
次
長
」
を
「
副
教
育
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
委
員
会
事
務
局
等
の
職
員
の
職
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
口
県
教
育
委
員

会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一

組
織
上
の
職
の
表
本
庁
に
関
す
る
部
分
中
「
教
育
次
長
」
を
「
副
教
育
長
」
に
改
め

る
。別

表
第
二
の
一

組
織
上
の
職
の
表
本
庁
の
項
中
「
教
育
次
長
」
を
「
副
教
育
長
」
に
、
「
教
育
庁

の
事
務
を
整
理
す
る
」
を
「
教
育
庁
の
事
務
を
掌
理
す
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

教
育
職
員
免
許
に
関
す
る
規
則
（
平
成
元
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
、
第
八
条
の
二
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
六
条
第
一
項
中
「
教
育
長
」

の
下
に
「
、
理
事
」
を
加
え
る
。

附

則

一
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こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
職
員
の
服
務
の
宣
誓
に
関
す
る
取
扱
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
口
県
教

育
委
員
会
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
教
育
委
員
会
事
務
局
及
び
学
校
以
外
の
教
育
機
関
に
勤
務
す
る
職
員
の
項
中
「
教
育
次

長
、
」
を
「
副
教
育
長
、
理
事
、
審
議
監
、
」
に
、
「
教
育
次
長
」
を
「
副
教
育
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
口
県
立
高
等
学
校
等
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
山
口
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
の
⚑
の
表
山
口
県
立
小
野
田
工
業
高
等
学
校
の
項
中
「機

械
科

3

35

情
報
科

学
科

3

－

」
を

「機
械
科

3

35」
に
改
め
、
「全

日
制
課
程
情
報
科
学
科
は
、
平
成
28年

度
か
ら
生
徒
募
集

を
停
止
す
る
。

」
を
削
り
、
同
表
中
山
口
県
立
下
関
中
央
工
業
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
山
口
県
立
下

関
工
業
高
等
学
校
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
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山
口
県
立
下
関
工
業
高
等
学
校
下

関
市
本

校
夜

機
械
科
３
又
は

４
－

定
時
制
課
程
機
械
科
は
、
平
成

28年
度
か
ら
生
徒
募
集
を
停
止

す
る
。

別
表
の
１
の
表
山
口
県
立
奈
古
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
別
表
の
４
の
表
山
口
県
立
岩
国
総
合
支
援

学
校
の
項
中
「
25」
を
「
27」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
田
布
施
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
46」
を

「
38」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
周
南
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
22」
を
「
25」
に
改
め
、
同
表
山
口

県
立
徳
山
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
38」
を
「
41」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
防
府
総
合
支
援
学
校
の

項
中
「
41」
を
「
42」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
山
口
南
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
46」
を
「
35」
に

改
め
、
同
表
山
口
県
立
宇
部
総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
66」
を
「
60」
に
改
め
、
同
表
山
口
県
立
豊
浦

総
合
支
援
学
校
の
項
中
「
22」
を
「
30」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

山
口
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次

の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
専
決
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
山
口
県
教
育

委
員
会
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
教
育
次
長
等
」
を
「
副
教
育
長
等
」
に
改
め
、
同
条
中
「
教
育
次
長
」
を

「
副
教
育
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
公
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
公
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
事
務
局
等
公
文
書
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
四
年
山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
第
二
号
中
「
教
育
次
長
」
を
「
副
教
育
長
」
に
改
め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
及
び
別
記
第
七
号
様
式
中
「教

育
次
長

」
を
「副

教
育
長

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
三
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

山
口
県
教
育
委
員
会
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

山
口
県
教
育
委
員
会

山
口
県
教
育
委
員
会
職
員
健
康
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
口
県
教
育
委
員
会
職
員
健
康
管
理
規
程
（
平
成
五
年
山
口
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
教
育
長
が
教
育
次
長
の
う
ち
か
ら
指
名
す
る
」
を
「
副
教
育
長
を
も
っ
て
充
て

る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

二
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平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


